
ロシア農民数判の現場(吉田)
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じめ に

ロシア帝国の構造を考察する際に、その全期間を通じて人口の 8割以上を占めつづけた農民身

分の動向が重要となることはいうまでもない。事実、近代ロシア史研究の諸分野の中でも、農民

研究はとりわけ広く研究者の関心をよび、分析されてきた。その法的側面については、同時代人

による現状分析や議論がたくさんなされてきたにもかかわらず{目、長いこと低調であったが、 1985

年にアメリカの学術雑誌 rラッシャン ・レヴュー.il(第44号)で農民慣習法の問題が特集されて以

lま

降研究は急激に進み、数々の成果があらわれた。農民身分の裁判所である郷裁判所についての司

法制度史、法意識、相続や財産分割にあらわれる家族の構造や農民財産の特殊性、農民社会にお

ける女性の地位などであるω。テーマは多岐に渡り、まだ統ーした像が捕かれる段階には到つて

ないが、農民にとっての裁判経験、法との触れあいはどのような意味をもったのかという問いが

上記の諸問題を規定するキー概念として浮かひe上がってきた。

この点について精力的に研究しているパーパンクは、従来の考察の代表的な切り口であった「農

民慣習法」に対し、「法意識」という概念でのアプローチを提唱している。彼女は、 「慣習法対国

家法J というこ項対立的思考は、ロシア革命以前からすでに存在し、それは rr均質かつ一体』
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のロシア幾民はエリ ートとは災なった文化をもっ」ことを前提としていることに問題があるとし

て、無批判に使うことはできないと述べているω。この「エリートとは異なる文化をもっ農民J

という考え方は、 「自律的民衆文化」の存在を肯定的にとらえるピーター ・パークの視角川とは

反対に、農民を 「思考しない集団」、国家システムから切り離され遅れた存在として考えていた。

したがって国家法を農民が受容することで、エリ ー ト文化がっくりあげた法的意識をもっ市民を

っくり出すことができると同時代のリベラJレは考え、またマルクス主義者は革命的に行動する農

民階級をつくることを課題とした。他方ナロードニキは農民慣習法のなかに、古来よりロシア民

これを賞揚したが、やはり 国家法とは接点、をもたない、あるいは両

立しないものとして慣習法をとらえていた点では前 2者と共通している。

パーパンクはこうした見方にたいし、 2つの方法を用いて慣習法対国家法というこ項対立的思

ロシア史のなかでの農民法研究の従来の方法を克服することを主張している(5)。

族がもっていた道徳を認め、

考法に代表される、

lつは、法の笑定的側面より、手続き的側面を重視することである。それは、様々な社会的価値

とは法によって確認されるべきものであるということが共通了解となっていることこそ、法が社

会生活の効率よき調整者となっているあらわれであり、この過程への信頼が、社会における法の
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権威の指様であるという考えかたに基づいている。したがって、焼民の法律知識の布無ではなく、

彼らが法システムを利用することに信頼を置いていたかどうかが草要であるというのである。 2

つめは、農民を歴史と共にある存在であるとみなすことである。つまり、帝政求期の忽速に密化

する世の中の流れのなかで、自らとは異なった考えをも受入れ、あるいは拒絶する能力をもち、

選択や決断をおこなう能動的な人々であるととらえるのである。このことによって、伝統という

言葉を用い、静態的なものとして農民の行動を安易に説明してきた従来の研究を乗り超えること

ができるだろう。

パーパンクによる新しい方法の提唱によって、従来「酒が判決を左右する裁判所J r慣習など

というものはなく、判事または(判決を実際に記入する役職である)郷書記のきまぐれがあるのみ」

などといわれた郷裁判所にたいして、「慣習法が支配していない」とか、「人をみて判決をくだす

(争われている行為そのものではなく、村の日常生活における当事者の普段の評判を貫視)Jとの

批判は意味がなくなる。実際、パーパンクは、郷裁判所は円承の慣習を正統化するどころか、農

村住民を以前にも憎して国家後や教養ある社会の文字文化と結びつけたと結論しω、閉じ方法論

で郷裁判所の法実践を具体的史料により分析しているポプキンズも、慣習と国家法は共生的かつ

お互いにほどくことができないほどの纏れのようなものであったと論じている例。また、 m者は

所有権に関する郷裁判所の判決を分析した結果、親族関係に白米する権利と「労働原理」が矛盾

する際、つまり確固とした慣習ないし法が存在しない事件の場合には、判決選択にたいして状況

要閃の比重が相対的に大きくなり、下した結論を正当化するために「これが地域慣習なのだ」と

レッテJレを貼る傾向があったと論じた{刷。

以上のようにみてみると、農民の裁判経験がいかなるものであったのか、その具体例を検討す

ることが重要であると考えられる。もちろん、これまでにも、郷裁判所でどのような判決がださ

れたのかについての研究はある程度まで進んできている。しかしそれらは、すべて郷裁判所が出

した判決を分析しているのであって、裁判の場そのものを史料として用いているものではない。

郷裁判所問題の基本的史料である r郷裁判所改箪委員会報告集』は、文字どおり郷裁判所を改革

するための調査結果であるがω、それまでに下された判決の収集のみならず現地調査にあたった

当日におこなわれた裁判の速記録附をも含んでいる。本論文では、モスクワ県内の郷裁判所の

裁判を例にとり、裁判の雰囲気、思件や言葉の扱われ方がどのようなものであったか分析するこ

とでこの問題に答えたい。

郷裁判所にはあらゆる税額の紛争がもちこまれたが、ここではその中でも代表的な事件・である

と考えられる親子聞の金銭的問題、「嫁姑J の財産争い、飲酒が原因である滞納問題、夫が出稼

ぎに出て村の多核家族に残された襲にたいする男の扶能義務の問題をとりあげる。

1.モスクワ県モスクワ郡トロイツコーゴレニシェフ郷裁判所 1872年 9月16日の審理 (11)

※ [ ]は原文のまま。( )は鍛者による挿入。以下問じ。
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ロシア農民総靭jの現場(吉田)

息子が目見殺のお金を:tl、わないとしてE主婦が訴えている。

判事1: [原告に]{liJを訴えているのですか?

原告:息.子が困ったことをしているのです。収穫した穀物すべてを自分でとっちゃって、わたしには全くわ

けでくれないのです。それなのに日履い人にはわたしが払わなきゃならない。

判事1 息子さんに何をして欲しいのですか。

原告:脱殺を手伝ってくれた臼雇い人に払う金でもくれればと患いまして。

被告 :おれはあんたたちに対して、仰の義務もないね。あんたは脱穀人夫に払ったけど、おれは収殺を手伝っ

てくれたやつに払ったからね。食4~だって雇ったやつらは会員、いつもおれのところで食べていたしね。

原告:駿はおやめ。お前の収穫人夫はわたしたちの土地では全然、働いてないし、脱殺人失にだってお前さん

のところよりいいものを食わしてやったよ。

判事 1: [原告に]脱穀人夫たちにいくら払ったのですか。

原告 :38問で、 1日あたり 1ルーブル50カペイカずつ。

判事 1:では全部で4ループル50カペイカですね。

原告:そのとおりです。怠.子は 4ループル50カペイカ払うべきです。

被告 :判事様、もしそういう計算をするなら、母はわたしより2倍払わなきゃならないことになる。だってわ

たしは自分の(土地を絞殺してもらった)分だけ払えばいいけど、彼女は 2人分、つまり自分と義父(の土地)

があるから。

判事 1: [原告に]あなたの失が脱殺人夫たちを廃ったのですか?

原告:そうです。ご存知のように失とはすべて共有ですから。

*IJ事 1: [言H干しながら]怠子さんからは脱殺人夫代のうち113つまり lループル50カペイカもらうべきですが、

のこり213はあなたの負鎧ですね。

原告:わたしは脱殺人夫たちの食事も負担.しました。それだって安くはありません。

判事 1:あなたは脱殺人夫たちに食事を出したかもしれないけど、怠子さんだってあなたの分(の収穫人夫)

を負担したでしょう。[判桜たちは移設し、それから郷書記に判決を説明した。それは当事者に朗読された]

f1872年9月16日トロイツコーゴレニシェフ郷裁判所は幾婦Aの訴えを受けた。すでに独立した笑の息子に

よる、彼の土地の分の脱穀代とl附護人うたの食事代の不払いについてである。郷裁判所は Aと息子を呼んで総

べた結来、息子の土地の分を(原告の失?)Mが 1ループJレ50カペイカ払い過ぎているので、(決奴解放令)一

般規穏第96粂(12)に基づき息子から 1ループ1レ50カペイカ徴集し、それを原告への支払いにあてる。J

原告:わたしはこの判決に満足できない。

判事 1 何を望んでいるんですか?

原告:判事さん、これからわたしにいやなことをしないよう、また生活費をくれるよう、息子に命じてくれ

ませんか。

被告:何のためにあなたがたにこれからお金を払わなきゃならないんですか。どこからそんなお金が出るっ

ていうのつお母さん、よく考えてください。わたしにだって家族がいるのですよ・・・。

原告:何のためにだって?誰がお前さんをここまで育てたんだい?お父さんが死んだあと、だれがお金をお

前のためにとっておいたんだい?わたしじゃなくおまえがお金を預かっていたら、4'頃ラシャのコー トなん
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て着ていないだろうよ。

被告:わたしは母さんに7∞銀ループルもってきま した。もうこれ以上何をする元気ものこっていません。

原告:何だって?自分の結婚式に4∞ループル使っちゃったんじゃないのかい?

服は自分でつくっただろうけれど。わたしの家では失は年寄りなのに子どもは小さい。でも助けてくれる人

がいないんだよ[泣く]。

原告:400ループルは、父のi蛍震から出したから、わたしの財産です。助けがないっていうけど、じゃあ、ど

うしてわたしを家から追い出したんですか。

才:IJ司王 1:あなたは息子さんを家から追い出したんですか?

駅舎 :追い出してなんかいません。息子I立自分で出て行ったんです。好きかってに結婚して、今じゃわたし

たちを助けてくれやしない。本人に附いてみてください。

被告:母さんが饗のことを気にいらないんだからどうしようもないじゃないですか。

判事 1:それはそれとして、お母さんのことを忘れていいことにはならないでしょう。あなたは今満足して

暮らしているけど、お母さんは小さい子どもをかかえて大変なんだ。[原告に]息子さんはいくらくらい生活

費を払うべきだと思いますか?

原告..年に50ループル。

被告:判事様、それはだめです、そんなに払えません。

判事 1: ;お母さん、多くを望み過ぎですね。半分で和解してはどうですか。息子さんにも家族がいるわけだし。

年に24ループル、月 2ループルでどうです。それで今日のところは・..。

版、告:そのお金でどうしろっていうのですか。考えてください、 子どもたちは小さいんですよ (i立()。

被告:何のために24ループル払わなきゃならないんですか。

判事2:息子は母親のことをいつも助けなきゃならないものだ。それが法ってものよ。

被告 :~.皮らが貧しくなったら払うことにしましょう。だって今はあの人たちのほうが署長も新しいし、いい生

活をしているのです。

[郷欽半IJ所は、再婚で生まれた子どもたちが成人するまで、被告は母に毎月 2ルーブJレずつ支払うべきとい

う判決をくだした。]

郷は農奴解放時に導入された最下級の農民行政単位で、農奴解放令一般規程第43粂で登録男性

人口(ドゥシャー)300人から2000人までで]つの郷をなすとされた。 しかしその後の人口増加な

どもあり、モスクワ県の郷人口はたいていこの数?・をよ回り、この郷の人口について、『報告集』

は2817ドゥシャーと記している。男女をあわせると約6000人となる(13'。これよりやや後の調査

によると、同郷は人口7072人、 1033世帯、 24の村田よりなり、同郡の中では標準的な規模模-であるt川14川4柿}

判事は全員識字能力をもち、郷瞥記は元農民で、 岡有財産局での勤務経験をもっ。農業と野菜づ

くりがこの郷の主な産業である。

訴訟当事者の家族関係を考えると、原告は母、被告はその息子であり、被告の実父(原告の元夫)

は死亡しており、母は再婚して小さな子どもがいる。また、被告である息子は成人、結婚して、

独立の世帯を営んでいる。事件白体は些細なものであり、 2戸共通で収穫と脱穀のために人を躍っ
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ロシア農民裁判の現場(吉回)

たが、その支払い分担の問題が訴訟にもちこまれた。審理は事実問題を明らかにするものであり、

収穫を息子がすべてとってしまったかどうかという論点が抜落ちているが、農奴解放令一般規程

第96条を引用して事件が郷裁判所の管轄であることを確認し、支払い分担については耕地が3人

分あり、応分の負担を命じる極めて理性的な判決が下された。しかし興味深いのはこのあとであ

る。原告は判決に不服であるとして、息子にたいして扶養を求めたのにたいし、本来の事件とは

全く別問題であるにもかかわらず、判事たちはこの論点についての議論をすすめたのである。

原告は夫と子どもの世帯で 2人分の分与地を、被告は姿との世帯で l人分の分与地をもってお

り、この郷の主要な産業は農業であるから、この条件だけをみると原告の方が経済的に恵まれて

いる。独立したのは、萎と姑(原告)とのいさかいが原因であり、原告は再婚している一方、収穫

と脱穀を息子と共同でおこなうという側面もあり、両世帯の関係は内部に対立を含みつつ協力す

る関係である。そのうえで原告および判事が被告にたいし母の養育を求めたのは、「息子は母親

のことをいつも助けなきゃならないものだ」 という「法J に基づき、母の世智と息子の世-帯の経

済力、つまり担税能力を考慮した結果であろう。

2.モスクワ県ドミ トロフ郡オゼレツ郷裁判所 1872年 9月19日の審理同

判事は3人。舎記が袋婦ダリヤ・マクシーモヴァの訴えを読む。訴えは姑マリヤ ・ラザレヴァに対し、財産

の一部を分与して欲しいというものである。なぜなら彼女は15年間一緒に住み、働いたからである。

判事 1 郷長、こちらにおばあさんとお嫁さんを呼んで。

当~者は入ってくるが、ドアのところで立ち止まる。

判事 1:なぜ立ち止まっているのですか、こちらの側へいらっしゃい。机の近くに。[マリヤ ・ラザレヴ7に

むかつて] :ダリヤさんは、あなたの家で働いていたのですか、それとも違いますか?

被告 :よそで働いていたけど、わたしが食べさせていました。稼いだお金はわたしにくれませんでした。

原告:じゃあ牛は維が買ったの?

被告:牛なんてあんな役たたず、一年前からわたしが斜をやって飼っていますよ、判事様。

判事2:問題が迷うように恩えるが、却下だな。

原告 :判事棟、わたしにもう少し話すよう命じて下さい。

判事 1:必要なだけおしゃべりなさい。あなたに禁止はありません。

原告 :彼女は他の人には財箆分与したのに、その時わたしには何も。穀物倉庫をもらいたいと頼んだのに、

娘婦にあげてしまって。判事様、お裁きをお願いします。

判事3:お前の問題は却下だな。

原告 :どんな理由ででしょうか。

判事3:お前は稼いだ金を姶の家に入れてこなかったという理由だ。お前はまだ若いけれど、彼女をみてみろ。

もう年寄りじゃないか。罪なことをするな。

原告:じゃあ何で彼女はわたしを家においたままにして、結婚させてくれなかったの?あの人(死んだ失)

-109 -

円
。



は脅ったわ。「わたしが死んだら、すべてをお前に飽いていく。」あの時だったら、まだわたしは若かったか

ら給綴(再婚)できたかもしてないのに。

判事 1:済んだことを言・っても無駄だ。殺がお前をS震に儲まらせることができょうか。お母さんだってでき

ない。もし結婚したいなら、妨だって止められないはずだ。

判事3:もう'言うこともないでしょう。却下していいんじゃない?

f也の判事たち:そうでしょうね[係告の方を向いて]。お婆さんと一緒に住みなさい。喧際を外に込ってこな

いこと。彼女だってお前きんを傷つけないでしょう。

被告 :傷つけるだって、わたしは維も傷つけたことはないよ。

:判決を鈴きなさい。判事 1:行きなさい。[簿記に向かつて]

t'fifel;t判決を判決集に書き込み、判事に読んできかせたが、反対する:ri.Iまいなかった。一人が代表して全員

の分のサインをした。

判決のコピーは以下のi湿り:1872年9月19日、ダリヤ・マクシーモヴアの件

rNO.50-R主婦ダリヤ ・マクシーモヴァの訴えは次のとおり。彼女は姑マリヤ ・ラザレヴァにたいし、穀物

:frJilllつを代償として受け取りたいと訴えた。f皮』ての説明に拠れば、妨は!綾物倉庫をお金と引き換えに娘婿

に波してしまった。被告マリヤ・ラザレヴ7によれば、息子の奏であるダリヤ・マクシーモヴ7は15年間、

稼いだお金を全く家にいれていない。両者の言い分を聞いた結采、郷毅判所は次のように判決した。ダリヤ・

マクシーモヴ7は15年間お金をまったく家にいれなかったので、マクシーモヴ7の要求は却下する。J判決は

彼女に説明された。

この郷の男性人口は2662入、 30の共同体が9つの村団に編成されている。やや後の史料による
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・t と、男女あわせた人口は5560入、 960世帯よりなる。農業の他に、木綿紡績工場で働いている人

が郷全体におり、またlつの村はピーズ作りにたずさわっている。判事は10人いて、うち 6人は

識字能力をもつが、本裁判に出席した判事:がそれに含まれるかどうかは不明である川。

原告ダリヤ ・マクシーモヴァは被告マリヤ ・ラザレヴァの.也子と結婚したが、失に先立たれ、

その後再婚せず15年間被告の家に住んだところで、財産の一部分与を要求している。原告によれ

ば被告は娘婿に穀物倉庫をあたえたにもかかわらず、自分は財産分与をうけておらず、夫が死ん

だあとも被告の希望により再婚せず家にとどまりつづけた。また失は生前に自分の財産をすべて

原告にあたえると言ったという。それで財産分与をうける機利があるという主娠である。それに

対し;絞作は、原告が外で働いていたにもかかわらず、家計にお金をいれていないとして要求を拒

否している。

判決は原告の訴えを却下するものであった。理由は、原告が外で働いた収入を家計にいれてい

これは「家族財産形成に貢献する者には財産にたいして権利が生じる」とい

うよく知られた農民慣習にもとづいており、「夫の財産は奏との共有」という別の慣習が適用さ

ないというもので、

れなかったのは、史料でみる限り原告には子どもがいないこと、被告が高齢であること、夫が死

んでから長い年月がすでにたち、原告は工場などからの収入があることなどの理由であると考え

、
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判事):訴えの内容は何ですか?

村長:向じく飲酒と滞納です。

半11~ 1 :滞納額は大きいのですか。

村長 :9ループルです。

*'1務 1: [被告人に);gはどうして税金を斜めないのかい?

イヴ7ノフ:判事様、わたしは以前、工場に住んでいましたが、その時は正しく納めていました。それは村

長にt正明してもらいましょう。

判事 1:今はどうして(納めていない)? 

イヴァノフ :今は足にMIれものができて、 f動けなくなってしまったのです。 [*11事たちに深々とお活字儀をする)， 

判事 1.;裁判所はどんなお辞儀も受け付けません。

イヴ7ノフ :事j穆様、どうか寛大なお裁きをお願いします。今どきパンは高いのに、働くカがありません。

こで存じのように、わたしには家族がありますし。

判ゆ 1:わかってるわかってる。そんな話は聞き飽きた。もう聞かせないでくれ。あなたは貨めを負うべき

だし、裕ちるところまで洛ちた。酒場のはしごはできるのに、働くのは自分の倍にあらずだというのかい。

イヴ7ノフ:居酒屋通いはだいぶ前にやめました。食べる物もないのに、どうして居酒屋なんかにいきましょ

うか!

伊11~1 :あなたは恥ずかしくないのですか。今は秋だ。女性たちはI臼あたり30カペイカで貸仕取をしている

それなのにお前ときたら。じゃがいも煽りをできないというのかね。後備員、彼を遮れていきなさい。{廷吏

はイ'プ7ノフを迷れていく]。他の判事たちに向かつて:見せしめに処制する必姿がある。とりあえず答JflJlO

発くらいではどうだろうか。

判事2、判事3:もちろんそうしましょう、もちろん。

判桜1:彼らはまた飲酒に走るだろう、面汚しの巡中だ。そして村聞はやつらの滞納分を払わねばならない

とは。

平~l ljJ 2 :本当に闘った人たちです。

郷書記[判事ちの指示にしたがい判決を舎き、再び入廷したミハイロフとイヴアノフに読みきかせる)r1872 

年 9月19目、ペフラ村村長は岡村人ミハイロフとイヴ7ノフを郷裁判所につきだし、情}農民iまidぴたりのた

めに税を納めていないと説明した。この農民らは自己弁護のためのE正銀を何も提出しなかった。裁判所は次

のように判決した。 8住民一般鋭積雪布102粂I叫に基づき、当該過失にたいして各々答打ち)0発の青1Iに処する。J[ミ

ハイロフとイヴアノフは判決にたいし満足であることを表明し、判事たちに感謝し、十字を切り、退廷した]

ペフラ郷は、男性2850人、 23の村団よりなる。後の史料によれば男女人口5874人、 997世帯で

ある。農業にたずさわる者は少なく、農民はもっぱら木綿紡績工場で働いていることがこの郷の

特徴である問。つまり「農民」というのは身分であり 、職業をあらわす言葉ではないことが確

認できる。

事件は、農民が酒ばかり飲み働かないので、滞納の常習犯となったもの。郷裁判所が規範とす

べき農村裁判法によると棚、「年聞を通して、酪町状態にある時間がしらふでいる時間より長ν
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ロシア農民n字lの現渇(官図}

者」や「家畜、農具その他の農業に必要な道具を抵当にして酒を購入した者J、「怠情、飲酒およ

び同類の放務生活に起因して向らの(農業)経営を損ない、国税の納入および緒義務を来たせない

者」は答刑に処する(第177条、 178、179条)と規定されている。納税は連帯責任制であったため、

怠けた人の税を勤勉な者が払わねばならないシステムになっていたため、度の過ぎた飲滴は農民

世界では容易に社会的な問題となるのである。必ずしも前記の法が引用されるとは限らないが、

飲酒が原肉となる軽犯罪にはたいてい筈刑が科せられ、本件もその例にもれない。被告人たちは

事実を認めているので、織論となるのは何発むち打っかである。彼らが判決に満足であることを

表し、判事，らに感謝しているのは、法の規定では最高20発まで可能なところ、 10発にとどまった

からであろう。

4.モスクワ県モスクワ郡ジュージノ郷裁判所 1872年 9月16日の審理制

雪量般のslにたいする訴訟

判事 1:あなたの訴えはどういうものですか?

i原告:司自l本線、多1がわたしを家から追い出したのです[判事に紙を渡す]0

判事 1: [紙を凡ながら]何これ?へたくそな字で舎いてある。郷Z書記さん、わたしらのために何て省いて

あるか統んで下さい。わたしはこi:を読めるが、何て舎いてあるかさっぱりわからん。[郷法判所は村長が設い

たZ書類をま充む。それによると、被告はJJi[告を追い出し、その際、まわりにいる人たちに向かつてj瓜告を侮辱

する雷紫をはいたしこの科き付けはあなたの訴えの証明とはなりません。村長が脅いたものなんて・ ..。

彼はどんな総綜iでも作ろうと思えば作れます。あなたの訴えについてもっと緋しく鋭明してください。その

ことについて椛明できますか、または萩明するような託拠がありますか?

原告:おはわたしとわたしの幼い娘たちを発っていません。また怒口総官をつくし、火にパスポートを与え

ません。わたしの失にパスポートをあたえるよう、またわたしに食べ物をあたえるよう、 93に命じて下さい。

判事2: liJがあなたを追いlI'rした却.巾は何ですか?

原告:こんちきしょう、tJIて行け!と悪態をつくんです。

判事1:すみませんが、そのようなぢ策は法廷では俊わないでください。

原告:{I:~J~中にもわたしをいじめるんです。夫とわたしにパスポートを与えるよう命じてください。

[判事らはT修練する]

判事 1:お捌き しますが、あなたの夫はあなたに味方しないのですか?

m:、告: [泣きながら]そうなのです。それに彼が今どこに住んでいるかもわかりません。

判事1: [被告に}ピョートル ・イヴァーノヴィチ、彼女の失は現在どこにいるのですか?

被告:どこかにいるでしょう。モスクワで働いているに違いありませんから。

判事1:彼はあなたに送金していますか?

被告:復活祭までは送金していました。でも今は、彼が誰の家に住んでいるか知りません。判事殿、これだ

けは言わせてください。わたしが息子をモスクワに迷ったのは、部としてでした。わたしが10ルーブル借金
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しているアレクサンドル ・ペトロフのところへ働きに出しました。もしその金額分を働いて返し、そのまま

留まって(働いて)わたしに送金すれば、パスポートの(更新)手続きをしてやろうという予定だった。でもそ

うはならなかった。息子は消えたのでパスポー トは更新しなかったし、わたしがさっき言った庖い主のとこ

ろではみかけなくなった。こういう状況なのです。

判事2:では原告の訴えに反鈴はありますか。どうして彼女を追い出し、食べ物をあたえないのですかワ

後侍:イ可か言えですって?おばさんが強情を張っているのですよ。怠子のためにわたしは22Jレープル払いま

した。それなのに貌の命令のカはもう弱くなったものです。{也の原理主が強くなっちゃって!これ以上金を払

うのはいやです。奴のためになんか !

判事1:どうして怠子さんにパスポートを与えず、また義娘さんを養わないのですか?

被告:幾わないって?自分で出て行ったのさ。実父の家のパンの方が甘いんだろ。怠子には前にパスポート

は発給されたのさ。調停買に乎をねじこんでね。だからどうやって手にいれるか今なら自分で知っているだ

ろうさ。モスクワから出してもらえないかもしれないけどね。

原告:じゃあどうしてわたしを家から追い出したのさ?

;彼告:追い出してなんかいないよ。だって娘代わりに住んでいたのだし。助けるために家にいれたのだから、

別に他の ・.

1ヨj本 1:生活のために食料を彼女に渡していましたか、 1任務としての決まり(縫務)を守っていましたか?

被告: (食料は)渡していたし、義務は守っていました。

原告:だったらどうしてわたしはここへ来なきゃならないのよ。ああ神棟、わたしははじめて郷役幼に来た

のよ。生まれてこの方こんなことはあった試しがないことよ。

[泣く]

判事 1:証拠を提示して下さい。村長のf書き付けでは、わたしたちにとって証拠にはなりません。隣人とか

いないの?いずれにせよ、今、何をして欲しいのか、あなたは説明しなければなりません。夫君はどこにい

るのですか。彼にEEむことはないのですか?

原告:夫に!iむことはもちろん何もありません、親愛なる判事様。!iJにたいしては、わたしにパスポートを

出し、食べ物を与えることを命じてください。彼と一緒に住むことはいやです。絶対に !わたしの夫は、モ

スクワで裁判官につかまっているはずですし、パスポートも取りあげられています。でもこれは彼の問題です。

わたしの問題はたった lつ。それも小さな頗い。わたしにパスポートを出すことと食べ物をくれるよう、彼、

;jに命じてください。

判事2:あなたは今、どこに住んでいるの?

原告:両貌の家です。

学j尊J2 :両親の家に住みたいくせに、食べ物は91からもらいたいの?

原特:はい。

[判zyr.たち、審幾]

判事1: [被告に]あなたはどうして彼女を餐-うことを拒むのですか、おしえて下さい。

後告 :わたしが?おばさんが緩ついているだけです。親類として、彼女には優しく接していますし、仕事だっ

て嫌なことはさせていません・・・なのに父親のもとに行っちゃって ・・ ・生まれた村は必裂で、子どもに
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ロシア泉氏裁判の現場(脊図)

見捨てられ・・・なんでわたしは彼女の商倒を見なきゃならないんですか?

判事 1:[他の判事らの方を向いて] :審議のためにglJ室へ移りましょう。[判事らは別室へ移り、戻ってく

るなり郷舎記に判決をZ浮き留めるよう提案する。それは次のようなものであった]

r1872年9月16目、モスクワ郡ジュージノ郷裁判所はつぎの訴えを聞いた。農民の姿パチャーロヴ7 ・ダリ

アSによる、努ピョートル Iにたいする扶養義務不履行および家からの追い出しについての訴え。原告Sは

夫が失の父の家に戻るまで、災の家には住みたくなく、生活の穏を弱から受取りたく、それを現在住んでい

る実父S.!.の家まで逮んでほしいと説明した。裁判所の質問にたいし、被告Iがいうには、 S'ま勝手に家を

出て行った。彼は彼女を追い出していないし、扶養も拒否していない。よって郷裁判所は、原告Sが証拠を

何も提出しなかったことを考織し、袋良一般幾務第95条(22)に基づき判決した。原告の努 Iにたいする訴えを

却下する。 また、彼女にたいし、速やかに~l の家へうつることを命じる。年長者にたいする義務と服従を

来たすこと。同じく被告 Iは、彼女にたいし自分の家族と平等に生活に必要なものを与える義務を来たすこと。

これを耐当事者に言い絞す。」

原告は判決を聞くなり不JI~として言った。 rこの判決にたいして上訴するわ ! J

ジュージノ郷は2640ドゥシャー、 25の村団からなる。後の史料では男女人口6327入、 996世帯

である。同郷の主産業は野菜および果実栽培であるので、農業地域といえよう倒。

夫が出稼ぎに出かけ家に残された委が、侮辱の言葉をうけて幾父に追い出され、実家に帰った。

つまり被告は扶養義務を果たしていない。また義父が申請権を握っている息子(原告の夫)のパ

スポート有効期限の延長問題と原告のパスポート側発給問題がある。これらが原告の訴えであ

るが、特に自分のパスポー ト申請と扶養問題が原告の狙いである。

それに対し被告は、原告を実の娘と同じように過していたにもかかわらず、自分の意宏、で実家

に帰ってしまったのだから扶養の義務はないと主張し、パスポートについては息子が行方不明で

申請は不可能だと説明した。

この時代、多核世帯でのいわゆる「嫁一姑」あるいは「嫁一男」関係が農民家族存続のための

不安定~~料となっていた。 実際、両者の関係の不利は、家族分割の原因の上位を占めていた。家

長の息子が出稼ぎに出ても、その妥は家に残ることも多く、家長(息子の父)は扶養の義務を、

妻は家族労働に参加する義務を負うことになる。多核家族における「嫁J の地位について、アメ

リカの研究者ファーンズワースは、ペチカを義母が、財布を義父が握る中で「嫁」の行き場がな

いという、ただ運命に耐え忍ぶだけの厳しい境遇におかれたのか、あるいは逆にトラブルメーカー

だったのかと問題をたて、産業が発達した地域ほど「嫁Jは積極的に郷裁判所Gこ訴えをおこし、

郷裁判所も「嫁」の権利を保護する傾向にあったが、「嫁」は決して訴訟好きというわけではなかっ

た、と論じている倒。

一般的には義娘が家を出て笑家へ帰った場合、郷裁判所は不在中の家族労働への参加義務を

怠ったとして金銭的な賠償を義娘に命令する場合と、男のセクシャルハラスメントを含む暴力な

どを重くみて別居を認める場合とがあった。この例では判事は原告の提出した村長の書き付け以

外の証拠を原告に求め、被告にはなぜ扶養義務を果たさないのかと尋ねた。また、出稼ぎ中の夫
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が家へ送金しているか否かの質問は、親 (家長)夫婦と成人した子ども夫婦が家族共有財産制を

維持しているかどうかを問題にしているのだろう。確認できる事実としては、家長と息子の関係

が悪〈、息子は親との約束を守らずに行方不明になり、婆と娘が家に残された。原告がパスポー

トを求めていることから、彼女は夫のいる都市へ行くことを希望していることが推測されるが、

判決は原告にたいし義父の家へ戻ることを命じるものであった。農民世帯での家長とその他のメ

ンバーの聞の権利義務関係を相互に来たすべきというのである。

現在の状況については義娘が自発的に出て行ったのか、被告に追いtIiされたのかについては争

いがあるが、判事は原告が実家に戻っていることを確認したあとでも、被告がなぜ原告とその娘

たちを挟獲しないのか重ねて尋ねている。農民世帯では家長の第 1の義務がその他家族構成貝へ

の扶養であることを示している。これは 「鍬」の立場を保護するようにもみえるが、権利は義務

と背中合わせにあり、原告の側にも十分な証拠がないことから原状回彼という無難な判決となっ

た。村長による状況説明が証拠とならないのは意外であるが、村の権力者の発言より、隣人の骨干

潮jを重視するということであろう。ここに郷裁判所の「証拠主義J がうかがえる。

おわりに
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史料が断片的にしか残っていないので、郷裁判所に関する統計的研究は困難である。しかし、

1880年代にヴアローネジ県で郷終記として勤務したアーストゥイレフによると、 1800の世帯で年

間約300件の訴訟が郷裁判所で処理された。また、世紀末のヴォログダ、トヴェーリ、ベJレミ、

ヴラジーミJレ、サラトフ、クルスク、ポJレタヴァ、タムポフ諸県の史料を総合すると、毎年約

10%の世帯が民事訴訟で郷裁判所に原告、被告あるいは証人として関わった制。 このように少

なくとも世紀末には郷裁判所は農民にとって身近な存在となっていた。

本史料は、中央政府の役人が出席した上でのものであるので、通常の雰囲気より、よりフ ォー

マルなものであったかもしれない。また、 i酉などの賄賂や有力者の権力を利用することで裁判が

不平等のもとにおこなわれたこともあろう。しかし以上でみる限り、郷裁判所の奇襲迎について郷

裁判官は両者の言い分を公正に聞くよう努め、証拠を重ん じ、農民生活で生じた紛争を可能な限

り穏便に解決しようとしたことがわかる。 1870年代からiU:紀末にかけて郷裁判所の利用回数が.l!Jl

加したことが知られており問、貨幣経済の発達などにより農民社会で紛争が哨加したことがそ

の主な原悶であると考えられるが、もとよりそれは郷裁判所にたいする農民の信頼が厚かったこ

とが前提となる。郷裁判所での裁判経験を通じて、農民は併実上、法的に包摂されていったのだ

とパーパンクは主張しているが側、慣習を中心に個別問題を解決しながら、 j足奴解放令を引用

して当該事件が国家法のもとに郷裁判所で判決されるというプロセスが重要なのであり、それは

以上みてきた裁判の現場から裏付けることができる。
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